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一
九
七
二
年
の
沖
縄
返
還
時
の
原
状
回
復
補
償
費
の
肩
代
わ
り
に
係
る
密
約
に
つ
い
て
の
外
交
文
書
に
関
す
る

第
三
回
質
問
主
意
書

二
〇
〇
九
年
九
月
十
六
日
、
当
時
の
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
に
お
け
る
岡
田
克
也
外
務
大
臣
は
、
以
下
の
四
点
に
関
し
、
い
わ
ゆ

る
密
約
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
外
務
省
に
お
い
て
「
い
わ
ゆ
る
『
密
約
』
問
題
に
関
す
る
有
識
者
委
員

会
」
（
以
下
、
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
立
ち
上
げ
、
同
年
十
一
月
末
を
目
処
に
そ
の
存
在
の
有
無
を
徹
底
調
査
す
る
旨
の

大
臣
命
令
を
同
省
に
出
し
た
と
承
知
す
る
。

①

一
九
六
〇
年
一
月
の
安
保
条
約
改
定
時
の
、
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
密
約

②

同
じ
く
、
朝
鮮
半
島
有
事
の
際
の
戦
闘
作
戦
行
動
に
関
す
る
密
約

③

一
九
七
二
年
の
沖
縄
返
還
時
の
、
有
事
の
際
の
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
密
約

④

同
じ
く
、
原
状
回
復
補
償
費
の
肩
代
わ
り
に
関
す
る
密
約

そ
し
て
二
〇
一
〇
年
三
月
九
日
、
岡
田
大
臣
は
、
「
委
員
会
」
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
報
告
書
（
以
下
、
「
報
告
書
」
と

い
う
。
）
を
公
表
し
た
。

「
報
告
書
」
に
は
、
④
に
関
し
、
以
下
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一



第
五
章

沖
縄
返
還
と
原
状
回
復
補
償
費
の
肩
代
わ
り

（
一
）

米
国
側
は
、
愛
知
大
臣
の
書
簡
を
求
め
る
が
、
愛
知
大
臣
は
、
こ
れ
を
見
合
わ
せ
た
。

（
二
）

東
京
で
は
、
交
渉
当
事
者
間
で
大
臣
書
簡
案
に
代
わ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
吉
野
と
ス
ナ
イ
ダ
ー
に
よ
る
イ
ニ

シ
ャ
ル
を
前
提
と
し
た
「
議
論
の
要
約
」
を
作
成
す
る
こ
と
で
合
意
し
、
愛
知
の
帰
国
前
日
の
十
二
日
に
吉
野
と
ス
ナ

イ
ダ
ー
が
イ
ニ
シ
ャ
ル
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）

米
側
資
料
に
よ
れ
ば
、
六
月
十
二
日
の
最
終
協
議
に
お
い
て
、
「
署
名
に
よ
る
書
簡
」
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
交

渉
経
緯
（
記
録
）
」
と
す
る
か
が
議
論
と
な
り
、
井
川
、
吉
野
両
局
長
ら
日
本
側
の
交
渉
当
事
者
は
二
分
さ
れ
た
と
い

う
。
吉
野
は
交
渉
経
緯
の
全
体
に
言
及
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
両
者
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
「
議
論
の
要
約
」
を
作
成

し
、
米
側
の
要
望
に
応
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（
四
）

日
本
側
の
不
公
表
書
簡
案
（
大
臣
書
簡
案
）
に
せ
よ
「
議
論
の
要
約
」
に
せ
よ
、
そ
れ
自
体
は
、
両
国
政
府
を
拘
束

す
る
よ
う
な
内
容
で
は
な
く
、
両
政
府
間
の
秘
密
の
合
意
や
了
解
を
意
味
す
る
「
密
約
」
に
あ
た
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
「
狭
義
の
密
約
」
で
は
な
い
。
）

二



（
五
）

原
状
回
復
補
償
費
の
肩
代
わ
り
合
意
と
三
億
二
千
万
ド
ル
へ
の
積
み
増
し
了
解
は
、
非
公
表
扱
い
と
さ
れ
、
明
確
に

文
書
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
返
還
協
定
や
関
連
取
り
決
め
に
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
両
国

政
府
の
財
政
処
理
を
制
約
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
点
で
は
、
こ
れ
ら
は
序
論
に
定
義
さ
れ
た
「
広
義
の
密
約
」
に
該

当
す
る
。

そ
し
て
、
本
年
一
月
十
五
日
に
外
務
省
が
公
開
し
た
外
交
文
書
（
以
下
「
文
書
」
と
す
る
。
）
に
は
、
当
時
外
務
省
が
牛
場

信
彦
駐
米
大
使
に
対
し
、
④
を
否
定
す
る
よ
う
求
め
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
米
側
に
も
「
一
切
知
ら
な
い
と
の
ラ

イ
ン
で
応
答
さ
れ
た
く
、
国
務
省
に
対
し
強
く
申
し
入
れ
お
き
あ
り
た
い
」
と
要
請
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
九
号
）
及
び
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
四
号
）
を

踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
々
回
質
問
主
意
書
で
、
「
文
書
」
に
対
す
る
外
務
省
の
見
解
を
問
う
た
が
、
「
前
々
回
答
弁
書
」
で
は
「
コ
メ
ン
ト
は

差
し
控
え
た
い
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
文
書
」
は
外
務
省
が
行
っ
て
き
た
外
交
活

動
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
る
よ
う
求
め
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
も
、
「
コ
メ
ン
ト
は

三



差
し
控
え
た
い
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
何
故
、
質
問
に
対
し
誠
実
に
答
え
な
い
、
避
け
た
答
弁
を
す
る
の
か
。

「
文
書
」
は
外
務
省
が
行
っ
て
き
た
外
交
活
動
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

二

「
文
書
」
に
対
す
る
外
務
省
の
見
解
如
何
。

三

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
委
員
会
」
と
し
て
も
、
外
務
省
、
政
府
と
し
て
も
、
④
の
密
約
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
認
め

て
い
る
。
し
か
し
、
過
去
に
鈴
木
宗
男
元
衆
議
院
議
員
が
提
出
し
た
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
で
は
、
④
の
密
約

の
存
在
を
明
確
に
否
定
し
、
小
泉
純
一
郎
、
第
一
次
安
倍
晋
三
、
福
田
康
夫
、
麻
生
太
郎
各
内
閣
に
お
い
て
は
、
④
の
密
約

は
な
か
っ
た
と
の
虚
偽
の
答
弁
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
第
一
次
安
倍
内
閣
の
時
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書

（
例
え
ば
内
閣
衆
質
一
六
六
第
一
五
号
、
二
三
二
号
、
二
三
三
号
、
二
三
四
号
、
四
二
〇
号
、
四
六
八
号
、
四
七
二
号
）
で

は
、
④
の
密
約
に
関
し
「
沖
縄
返
還
に
際
す
る
支
払
に
関
す
る
日
米
間
の
合
意
は
、
第
六
十
七
回
国
会
に
お
け
る
琉
球
諸
島

及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
（
昭
和
四
十
七
年
条
約
第
二
号
。
以
下
「
沖
縄
返
還

協
定
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
審
議
が
行
わ
れ
た
当
時
か
ら
歴
代
の
外
務
大
臣
等
が
一
貫
し
て
繰
り
返
し
説
明
し
て
い
る

と
お
り
、
沖
縄
返
還
協
定
が
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
調
査
等
を
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い

る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
自
分
た
ち
が
行
っ
て
き
た
外
交
活
動
を
記
録
し
た
「
文
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容

四



と
、
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
の
内
容
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
説
明
を
求
め
た
が
、
「
前
回
答

弁
書
」
で
は
、
質
問
に
対
し
、
真
摯
に
答
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
外
交
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
十
分
に
得
ら
れ
る
と
は
考

え
が
た
い
。
改
め
て
、
自
分
た
ち
が
行
っ
て
き
た
外
交
活
動
を
記
録
し
た
「
文
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
と
、
閣
議
に
お

い
て
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
の
内
容
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
説
明
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

五


